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「にれのき自治会」会則 

 

第１章   総 則 
 

（名 称） 

第１条 本自治会（峰ヶ堂町１・３丁目＝以下本会）の名称は、「にれのき自治会」と称する。 

事務所を「京都市西京区御陵峰ケ堂町三丁目１８番地３」に置く。 

 

（目 的） 

第２条 本会は、会員相互の親睦をはかると共に、子供達・老人の方々への想いをこめ、思いや 

りとあたたかな人間味に富み、かつ健全で明るい街づくりを目指す。 

 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的達成のため次の「事業」を行う。 

 （１）「住環境の保全と整備」に関すること 

 （２）子供達、老人の方々への日常活動支援に関すること。 

 （３）青少年の健全育成に関すること。 

 （４）春夏秋冬・四季における行事開催に関すること。 

 （５）保健衛生、社会福祉および福利厚生に関すること。 

 （６）防犯、防火および交通安全に関すること。 

 （７）「自治会館」の管理運営に関すること。 

 （８）会員の慶事に関すること。 

 （９）会員の弔事に関すること。 

 （10）桂坂学区自治連合会に加入し、近隣地域社会の調和・発展に関すること。 

（11）市、府の行政への協力に関すること。 

（12）その他、本会の目的達成に必要なことに関すること。 

 

 

 

 



  

第２章 組織、役員 
 

（構 成） 

第４条 本会は、峰ヶ堂町１丁目・３丁目に居住する住民で構成する。 

 

（会員の資格） 

第５条 

 （１）会員の資格は峰ヶ堂町１丁目・３丁目の入居時に取得し、転居時に失効する。 

    加入単位は、〔１住戸・１会員〕とする。 

 （２）〔１住戸・１会員〕は、その家族で構成される。 

 （３）資格を有する者が一時的に転居し、同一住居に戻ってくる場合を休会扱いとする。 

 

(機 関) 

第６条 本会は、次の機関を置く。 

（１） 総会 

（２）本部役員会 

（３）運営委員会 

 

総  会 

第７条 

 （１）総会は、「自治会」の 高議決機関であり、全会員〔１住戸・１会員〕で構成する。 

   定期総会は、毎年１回４月に開催するものとし、その召集は、自治会長が行う。 

（２）自治会長が必要と判断したときは、臨時総会を召集できるほか、会員〔１住戸・１会員〕 

が３分の２以上の同意を得て、会議の目的を明確にして、臨時総会の開催を自治会長に 

要請した時。 

（３）総会の定足数は全会員〔１住戸・１会員〕の過半数とし、委任出席を含むものとする。 

 （４）総会での議決権を有する者は、１住戸（会費納入単位）に付き１名とする。 

（５）総会の議決は、有効出席者の多数決によるものとし、可否同数の場合は議長がこれを決 

する。 

 （６）総会時の議長は、運営委員会の選考により、自治会長が指名する。 

 

 



  

（総会付議事項） 

第８条 総会の議決承認を必要とする事項は次の通りとする。 

 （１）役員の選出 

 （２）事業報告及び決算報告 

 （３）事業計画及び予算 

 （４）会則の改廃 

 （５）自治会費の改訂 

 （６）その他、本会の運営に関する重要事項 

 

 

（班長の選出） 

第９条 

 （１）本会は班単位（第１班〜第１８班）で構成し、班長１８名を選出する。 

 （２）班長の選出は、原則として順番制とし各班から１名を選出する。ただし、班内に  

   おいて、班長に就く順番の者が当該年度における就任の免除を希望し、その年度  

   の前年度及び翌年度に班長に就くはずである順番の者の合議にて免除が了解され、  

   にれのき自治会運営委員会の了承を得た場合には、班長就任が免除される。  

       

 

（自治会役員の構成） 

第１０条 本会の役員は、班長の互選により次のとおり構成する。 

自治会長        １名   

自治副会長       ２名   

会計担当        １名   １８名 

総務担当        １名   

専門委員       １３名   

 

 

（監査委員の選出） 

第１１条 監査委員の選出にあたっては、会員の中から、運営委員会において適任者２名を推し、 

総会の議決をへて、自治会長が任命する。 

 

 



  

（役員の任務） 

第１２条 

 （１）自治会長は､本会を代表して運営業務全般を統括する。併せて市政協力委員を兼務する。 

 （２）自治副会長は、自治会長を補佐し、自治会長事故ある時は、その業務を代行する。 

 （３）会計担当は、適正な会計業務に努め、月次会計報告および年度収支決算等を行う。 

 （４）総務担当は、業務運営の円滑化のため、必要な広報等の資料および議事録を作成する。 

 （５）専門委員は、担当「事業」を明確にして、その業務を行う。 

（監査委員の任務） 

第１３条 監査委員は、現金出納簿をはじめ各証票および物品監査を行う。 

 

本部役員会 

第１４条 

 （１）自治会長・自治副会長・会計担当・総務担当をもって本部役員会を構成する。 

 （２）本部役員会は、自治会運営のための基本計画の立案を行う。 

 （３）本部役員会の召集は、必要に応じて自治会長が行う。 

 （４）本部役員会の議決は、合議制とする。 

 

運営委員会 

第１５条 

（１） 総会にて議決した事項を円滑に遂行するため、また本部役員会の立案事項を審議するた 

めに、自治会役員（全員）で運営委員会を構成する。 

 （２）運営委員会は、諸事案への対応のため、各種委員会を設置することができる。 

 （３）運営委員会の召集は、必要に応じて自治会長が行う。 

 （４）運営委員会の議決は、合議制とする。 

 

（役員の任期） 

第１６条 

 （１）役員の任期は１年とする。 

（２）役員に欠員が生じたときは、遅滞なく、該当する班から補充し、その任期は前任者の残 

任期間とする。 

（３）次年度の「自治会役員」は自治会運営の円滑化を図るために、任期開始前の３月１日より、 

次年度の運営計画の立案に参加できるものとする。                  

 



  

（役員の辞任） 

第１７条 次ぎの項目に該当する場合は役員を辞任するものとする。 

 （１）転居等により会員資格がなくなったとき。 

 （２）その他、発病等やむを得ぬ理由により、本人からの申し出があり運営委員会の承認が 

    あったとき。 

 

第３章 会  計 
（会 費） 

第１８条 自治会費は、１会員（１住戸）あたり、半期で 3,500 円を徴収する。但し期の途中にて 

入会、退会となる場合は月額 600 円として月割り計算することとする。 

 

（特別会計） 

第１９条  自治会費から年度毎に振替える 30 万円の積立を特別会計とし、安全な預金運用をはかる。 

特別会計は、会館の建て替え・補修、本会および会館の器具・備品の購入を目的とし、 

以下の費用に分け予算化し、総会にて承認を得た後実行する。 

 （１）会館修繕積立金：大規模修理のための補修費であり、実際の運用は総会の承認を得た上 

    で行う。 

 （２）会館修繕予備費：突発的な小規模修理のための補修費であり、実際の運用は運営委員会 

    が行う。 

（３）器具備品購入費：器具・備品の購入費用であり、実際の運用は運営委員会の判断で行う。 

 

（不返還の原則） 

第２０条 会費等、既収の収納金は原則として返還しないものとする。 

 

（会計年度） 

第２１条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月末をもって終了する。 

 

（会計報告等） 

第２２条 

（１）会計担当は、本会の経理状況を明確にするため、現金出納簿等を備え、月次報告、年度 

決算報告を行う。 

（２）会計監査後、定期総会において会計報告を行い、承認を受ける。 



  

（会計監査） 

第２３条 会計監査は毎年１回、会計年度終了後に行うものとし、監査事項は、次の通りとする。 

 （１）収支に関する決算書類 

 （２）事業報告 

 （３）財産目録 

 （４）その他必要書類 

第４章 住環境の保全と整備 
（住環境の保全と整備） 

第２４条 

（１） 本会会員は、各住宅において緑豊かな有効緑地を確保し、常に住環境の保全と整備に努め 

なければならない。 

（２） 本会役員は、その任期中、「建築協定委員」に就任する。 

 （３）本会は、「建築協定委員会」と連携運営するものとする。 

 （４）本会の総会時に、「建築協定総会」を同時開催するものとする。 

 

 

 

 

第５章  派遣役員 

 

（桂坂学区自治連合会等への派遣役員） 

第２５条 

 （１）桂坂学区自治連合会および関係団体に本会から派遣する役員については、運営委員会が 

    「本会役員」の中より推薦し、自治会長が任命する。 

（３） 派遣役員の任期は１年とするが、留任は妨げない。尚、派遣役員の「継続任期」につい 

ては、派遣団体先の状況を勘案して、自治会長が調整の上、決定するものとする。 

（３）派遣役員は、本会から派遣されていることをよく認識をして、活動するものとする。 

（４）派遣役員は、派遣先の諸問題について、本会自治会長に報告し、自治会長は、必要と認 

めたときは運営委員会にはかるものとする。 

 （５）自治会長は、本会役員を任期満了となった「派遣委員」をオブザーバーとして、本部役 

員会および運営委員会に出席させることができる。但し議決権はもたない。 



  

第６章  付  則 

 

（自治会館の使用） 

第２６条 

 （１）「自治会館」は、会員相互の交流をはかる場として、有効な活用に心がける。 

（２）「自治会館」を使用する際は、別に定める管理規定によるものとする。 

 

（弔慰規定） 

第２７条 

 （１）会員及び同居の家族が死亡された時は、各班長は直ちに各班員宅へ葬儀、通夜の日時 

を連絡する。 

（２）上記葬儀に際しては、本会名にて弔慰金（10,000 円）をお供えする。 

（３）上記葬儀にあたり、会員家族からの申し出があれば、必要人員を派遣する等の協力をする。 

 

（備付帳簿） 

第２８条 本会運営については、次の帳簿を備え付け管理する。 

 （１） 本会「会則」         （４） 現金出納簿・財産目録 

 （２） 本会「会員名簿」       （５） 議事録 

 （３） 本会「役員名簿」       （６） その他必要書類 

第２９条 

 「帳簿」及び「文書」保管期間を別に定める保管規則によるものとする。 

  

 



  

平成 ９年４月１日制定 
平成１４年４月１日改定 
平成１８年４月１日改定 
令和 ３年４月４日改定 

 

桂坂・「にれのき会館」使用規則 
第１条（総則） 

  本集会所は「にれのき会館」（以下「会館」という）と称し、にれのき自治会（以下「本会」  

   という）の活動を円滑に遂行し、かつ会員の親睦を増進する目的のため使用するものとする。 

第２条（使用禁止）  

  政治、宗教団体および営利目的の会館使用については、これを禁止する。 

第３条（使用順位）  

  会館の使用順位は次の通りとする。 

１．本会会員の葬儀      ２．本会の役員会及びそれに準ずるもの 

３．本会役員会で承認されたもの 

第４条（使用時間）   

  会館の使用時間は、原則として午前１０時〜午後９時迄とする。但し、 葬儀の場合または、 

  本会役員会で承認されたものは、この限りではない。 

第５条（使用手続き）  

 会館を使用する時は、事前に日時・用途等を所定の書式に記入し、本会担当役員へ提出し、 

 本会の承認を得るものとする。 

第６条（使用料金）   

  会館の使用料金は無料とする。 

第７条（使用上の注意）  

 会館の使用にあたっては、次の注意事項を厳守し、これに反した場合は、損害費用を 

 使用者に請求するものとする。 

   １．什器備品は、本会の大切な財産であり大切に使用すること。 

   ２．後始末・火の用心・戸締まりは、使用責任者が責任をもって行うものとする。 

   ３．使用後、使用責任者は、速やかに使用完了した旨を本会担当役員へ報告をし、 

会館の鍵を返却するものとする。 

   ４、無断で会館の備品移動または釘打ち等をして、現状に変化を与えてはならない。  

 

 

 



  

令和３年４月４日制定 

 

にれのき自治会の「帳簿」及び「文書」保管規則 
 
第１条（目的） 

本規則は、にれのき自治会に係る「帳簿」及び「文書」の保管期間、及び保管・廃棄方法を定

める。 

 

第２条（帳簿・文書名、保管期間、担当） 

  （表）に示す通りとする。 

帳簿名、又は文書名  保管期間 備考 

自治会会則及び規定類 永久  

資産台帳 永久  

契約類 契約終了後３年間 保管期間が経過後廃棄する。 

自治会が定めた特定文書 永久 自治会記念誌 等 

総会議案書その議事録 永久  

委任状（自治会・建築協定総

会） 

１年  

役員会、班長会議事録 １０年  

会計簿とその付属書類 １０年  

その他の資料 １０年  

（表） 

 

第３条（保管方法） 

   各保管文書は、書類の原文（オリジナル）として自治会館の所定の場所に保管する。 

なお、必要により電磁的記録も含めて保管する。 

 

第４条（廃棄方法） 

   保管期間を経過した文書は、毎年 3 月に会長、及び副会長立ち合いのもと廃棄処分する。 

 

第５条（本規則の改定・廃止） 

   本規則は役員会の承認を得て改訂・廃止する。 

 

第６条（付則） 

   本規則は改定と同時に施行する。                        


